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本則課税（一般課税）を選択した場合の帳簿・集計表・請求書の記入例 
※仕入や経費に係る消費税額を実際に支払った額で計算する方法 
 
令和５年１０月１日からインボイス制度が開始いたします。インボイス制度を登録した場

合は、課税売上高が 1,000万円以下でも消費税の確定申告が必要となります。消費税納税額
を計算するためには、一定の要件を満たした帳簿が必要となります。一定の要件を満たして
いない場合は、経費として支払った消費税と認められず消費税納税額が増加する可能性があ
ります。 
帳簿や請求書の基本的な記入例を下記に記載しました。返品や値引きなどがあった際の

「返還インボイス」や記入誤りがあった際の「修正インボイス」など通常とは異なる取引や
ご不明な点は申告会の相談会または税務署でご相談ください。 

   
これが一定の要件を満たした帳簿です！ 

 

（現金出納帳） 

日付 摘要 収入 支出 残高 

10/1 売上 本日の売上  (10％) 121,000   

〃 売上 本日の売上  (8％) 10,800  806,900 

10/2 消耗品費 作業着 ▲〇商店 (10％ 無)  30,000  

〃 仕入 食材 〇〇㈱ (8％ 有)  216,000  

〃 仕入 酒・梱包材 〇〇㈱ (10％ 有)  180,000 380,900 

10/3 旅費交通費 JR〇△ 運賃 (3 万円未満の鉄道料金)  16,800  

〃 消耗品費 作業着 ▲〇商店 (10％)  6,800 357,300 

摘要に消費税率・インボイス番号の有無（仕入・経費のみ）の追加記入が必要です。消費税率
が違う場合は、同じ勘定科目でも分けて記入します。売上は、消費税率の記入のみ必要です。 

※１ 帳簿のみ保存の特例を適用する場合は、特例要件の記載が必要となります。 

※２ 少額特例を利用する場合は、インボイス番号の保存が不要となる為、消費税率のみ記入する。 

※会計ソフトをご利用の方は、ご利用の会計ソフトにて設定された方法により登録します。 

 

 

（集計表） 

 

 

 

 

 

 

 

記帳内容を基にして集計表を作成します。 

 

 
 
 
 

※2 

※1 

 

 10 

11 



2 

 

これがインボイスです！ 

➀から⑥の記載事項を満たしたものであればインボイスになります。 

現在の請求書や領収証等に不足する項目を追加してください。 

※登録申請書を提出したにもかかわらず、インボイス制度開始までに登録通知書が届かな

い場合は次のような対応をしてください。 

●登録番号の交付が遅れている旨を伝え、登録番号通知後にインボイスを交付する 

●暫定的な請求書等を交付し、登録番号通知後に改めてインボイスを交付する 

（請求書） 

 

 

 

 

 

 

（領収証） 

 

 

 

 

 

 

（仕入明細書） 

買い手が作成して売り手に交付する仕入明細書に「課税仕入れの相手方の名前と登録番号」

など所定の事項が記載されている場合、その控えを買い手が保存することで仕入税額控除の

適用を受けることができます。※売り手による内容確認を得たものに限られます。 

※１円未満の端数処理はこの
段階で行います。 

※端数処理は「切上げ」、「切
捨て」、「四捨五入」など任
意の方法で行います。 

請求書 

〇〇御中 

●●商店 

登録番号 T1234567890123 

 

合計金額 19,500円 

 

日付 品名 金額 

11/1 魚 ※ 5,000円 

11/1 豚肉 ※ 10,000円 

11/15 割りばし 1,000円 

11/29 タオルセット 2,000円 

※軽減税率対象 

8％対象 15,000円 消費税 1,200円 

10％対象 3,000円 消費税   300円 

④売手(当社)の名前と登録番号 

⑤取引内容 

(軽減税率の対象品目 

である旨) 

 

⑥税率ごとに区分 

した消費税額等 
③税率ごとに区分して合計

した対価の額(税抜または

税込)と適用税率 

②取引年月日 

➀交付先(売上先)の名前 

領 収 証       No.      

〇〇 〇〇 様 

 

 
但 飲食料品(軽減税率対象)、日用品代金として 
令和〇年〇月〇日 上記正に領収いたしました。 

＜金額(税抜・税込)＞ 
8％  16,200円 
10％  3,300円 
＜消費税額等＞ 
８％ 1,200円 
10％   300円 

●●商店 
川崎市川崎区宮前町 8-17 
TEL 044-211-0141 
登録番号 T1234567890123 

19,500円 

収入印紙 

➀交付先(売上先)の名前 

②取引年月日 

⑤取引内容 

(軽減税率の対象品目 

である旨) 

 

③税率ごとに区分して合計した対価の額 

(税抜または税込)と適用税率 

⑥税率ごとに区分した消費税額等 

④売手(当社)の名前と登録番号 

※不特定多数の者を相手とする事業者 

の場合は省略可 

※不特定多数の者を相手とする事業者 

の場合は適用税率が記載されていれ
ば省略可 
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簡易課税を選択した場合の帳簿・集計表・請求書の記入例 
※仕入や経費に係る消費税額を売上税額にみなし仕入れ率を掛けて計算する方法 
 
令和５年１０月１日からインボイス制度が開始いたします。インボイス制度を登録した場

合は、課税売上高が 1,000万円以下でも消費税の確定申告が必要となります。消費税納税額
を計算するためには、一定の要件を満たした帳簿が必要となります。一定の要件を満たして
いない場合は、経費として支払った消費税と認められず消費税納税額が増加する可能性があ
ります。 
帳簿や請求書の基本的な記入例を下記に記載しました。返品や値引きなどがあった際の

「返還インボイス」や記入誤りがあった際の「修正インボイス」など通常とは異なる取引や
ご不明な点は申告会の相談会または税務署でご相談ください。 

 

これが一定の要件を満たした帳簿です！ 

 

（現金出納帳） 

日付 摘要 収入 支出 残高 

10/1 売上 本日の売上  (第３種 10％) 101,000   

〃 売上 本日の売上  (第２種 10％) 20,000   

〃 売上 本日の売上  (第２種 8％) 10,800  806,900 
10/2 消耗品費 作業着 ▲〇商店  30,000  
〃 仕入 食材 〇〇㈱   216,000  
〃 仕入 酒・梱包材 〇〇㈱  180,000 380,900 

売上・雑収入等の収入のみ摘要に消費税率・事業区分の追加記入が必要です。消費税率・事業
区分が違う場合は、同じ勘定科目でも分けて記入します。経費に関しては追加記入はありません。 
※会計ソフトをご利用の方は、ご利用の会計ソフトにて設定された方法により登録します。 

 

（集計表） 

 

 

 

 

 

 

記帳内容を基にして集計表を作成します。 
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これがインボイスです！ 

➀から⑥の記載事項を満たしたものであればインボイスになります。 

現在の請求書や領収証等に不足する項目を追加してください。 

※登録申請書を提出したにもかかわらず、インボイス制度開始までに登録通知書が届かな

い場合は次のような対応をしてください。 

●登録番号の交付が遅れている旨を伝え、登録番号通知後にインボイスを交付する 

●暫定的な請求書等を交付し、登録番号通知後に改めてインボイスを交付する 

（請求書） 

 

 

 

 

 

 

（領収証） 

 

 

 

 

 

 

（仕入明細書） 

買い手が作成して売り手に交付する仕入明細書に「課税仕入れの相手方の名前と登録番号」

など所定の事項が記載されている場合、その控えを買い手が保存することで仕入税額控除の

適用を受けることができます。※売り手による内容確認を得たものに限られます 

請求書 

〇〇御中 

●●商店 

登録番号 T1234567890123 

 

合計金額 19,500円 

 

日付 品名 金額 

11/1 魚 ※ 5,000円 

11/1 豚肉 ※ 10,000円 

11/15 割りばし 1,000円 

11/29 タオルセット 2,000円 

※軽減税率対象 

8％対象 15,000円 消費税 1,200円 

10％対象 3,000円 消費税   300円 

④売手(当社)の名前と登録番号 

⑤取引内容 

(軽減税率の対象品目 

である旨) 

 

⑥税率ごとに区分 

した消費税額等 
③税率ごとに区分して合計

した対価の額(税抜または

税込)と適用税率 

②取引年月日 

➀交付先(売上先)の名前 

領 収 証       No.      

〇〇 〇〇 様 

 

 
但 飲食料品(軽減税率対象)、日用品代金として 
令和〇年〇月〇日 上記正に領収いたしました。 

＜金額(税抜・税込)＞ 
8％  16,200円 
10％  3,300円 
＜消費税額等＞ 
８％ 1,200円 
10％   300円 

●●商店 
川崎市川崎区宮前町 8-17 
TEL 044-211-0141 
登録番号 T1234567890123 

19,500円 

収入印紙 

➀交付先(売上先)の名前 

②取引年月日 

⑤取引内容 

(軽減税率の対象品目 

である旨) 

 

③税率ごとに区分して合計した対価の額 

(税抜または税込)と適用税率 

⑥税率ごとに区分した消費税額等 

④売手(当社)の名前と登録番号 

※不特定多数の者を相手とする事業者 

の場合は省略可 

※不特定多数の者を相手とする事業者 

の場合は適用税率が記載されていれ
ば省略可 

※１円未満の端数処理はこの
段階で行います。 

※端数処理は「切上げ」、「切
捨て」、「四捨五入」など任
意の方法で行います。 


